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（７）関連法令 

①利用のあり方小委員会報告［検討会１：参考資料３］ 

 

 

４．望ましい自然公園の利用の実現のため講ずべき施策

①新たな公園計画の確立
ア 利用面からの地域特性の明確化
• 各自然公園ごと又は公園内の各地域ごとの利用上の性格づけ【類型分類】
イ 地域類型区分の概要
１）野生体験型（原生的、徒歩限定）
２）自然探勝型（自然性高、乗り物によるアクセスは限定的に認める）
３）風景鑑賞型（観光地・温泉地、周遊型観光や海水浴等）
４）自然地保養型（自然性低、滞在保養や施設型レクリエーションも可）
• 各類型ごとに整備が認められる公園事業の種類の整理
• 上記類型区分をガイドラインとし、利用施設計画上で必要な施設を配置
ウ 利用施設計画の見直し
• 事業決定制度の在り方を含めた見直しを行い、整備主体や整備スケジュー

ルの要素を盛り込む
エ 公園事業の考え方の再検討
• カヌー、スキューバダイビング等の固定された施設を伴わない利用への制度的

対応
オ 集団施設地区制度の再検討
• 集団施設地区の利用面等から見た分類等とそれに応じた指導方向の検討

②望ましい利用のための新たなプロジェク
トの実施
ア 自然体験型利用の推進
イ 営造物的管理を行う地区の設定
• 利用者数や立ち入る場所、時期等の制限を

行ったり、適切な指導者による引率を必須と
するなど高度な管理が行われる場所の設定

• ガイドやインタープリテーション、情報提供のた
め多数のナチュラリストを確保／ボランティアの
活動の拠点となって公園管理を行う組織の
設立

ウ 望ましい利用を進めるための人材の育成
• ボランティアの受入れのための宿泊施設等の

基盤整備
• 人材養成のためのカリキュラムの開発、研修の

実施に加え、人材の派遺やあっせんを行う組
織の設置検討

• 登録制度を設けたり、活勤に対する表彰制
度の設置

③利用拠点の整備・活性化
ア 集団施設地区の活性化
• 会議・研修施没や保養施設の

ような公園事業施設以外の施
設の取扱についても、地区外と
は区別して柔軟な対応を行い、
活性化手段とすることも検討

イ 国民休暇付の整備
• 今後の新たな利用形態や利用

者の志向の変化に的確に対応
するため、変化に富んだ整備の
あり方の検討

• 地元市町村等の参画により、
地域の中核的施設としての性
格を一層強める方策の検討

• 休暇村相互間の連携の強化、
休暇村区域外における自然と
ふれあう活動の推進への積極
的かつ柔軟な対応

①国民に語りかける自然公園（１）施策の基本方向 ②再生する自然公園 ③多様な利用と共存する自然公園

（２）講ずべき具体的施策の概要

④施設整備の充実・高度化
ア 施設堅備の基本的方向
• 施設の整備や維持管理が関わる研究、技術開発の推進と普及
• 高齢者、身体障害者や外国人する施設面での配慮
イ ビジターセンターの活性化
ウ 自然探勝路の充実強化
• ガイド、ナチュラリストに引率されること等を条件とした歩道の設定の検討
エ 海の利用拠点の整備
• 給水施設や排水処理施設等の基盤施設の整備（海水浴に関する施設）
• 公共による基盤整備による適正な利用の誘導（スノーケリングやスキューバダ

イビング）
オ 清潔で決適な公衆便所の整備
• 全国の自然公園の公衆便所について総点検
• 新たな費用負担の方策についての検討
• 一層の技術開発
カ キャンプ場の質の向上

⑤望ましい利用の実現のためのしくみの整備
ア 国民の自然公園に対するイメージの形成
イ 情報提供体制の整備
• 自然公園の自然資源に関する利用面からの調査の推進
ウ 管理体制の充実
• 利用サービスの提供等に関する業務は、関係民間団体の協力等に関する検討
エ 費用負担のあり方の検討
• 利用者負担の本格的導入の実現に向けて、土地所有権との関係等制度面の検討、

調整を進める
オ 民間事業者の責務と協力
• 大規模な開発事業における自然環境の保全のための専門家の配置の検討
• 自然観察会等のインタープリテーション活動における企業もパートナーという観点に立っ

た行事の共催
• 民間企業からの協力の推進のために、税制上の優遇措置の整備や表彰制度につい

ての検討
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４．公園事業・集団施設地区の再生・上質化 

（１）公園事業の現状と課題 

①国立公園内の公園事業（宿舎）の実態調査結果［事業分科会１：資料２－１］ 

 

②公園事業の執行に関する課題［事業分科会：資料２－２］ 

 

公園事業の執行に関する課題

・昭和40年代に集団施設地区（第２種特別地域）の環境省所管地において、個人事業者が当初認可を受けて営業
されていた、昭和初期建築の木造２階建て及び平屋建ての宿泊施設

・昭和50年代に、有限会社へ公園事業の承継がなされ、平成８年に代表者死亡に伴い代表取締役が変更。

・平成10年度末、経営不振から、公園法上の手続きななされないまま廃業。その後廃屋化が進み、一部倒壊する
施設もみられるようになり、風致景観上の支障が顕著に。

・法人は存続しているものの（代表個人は平成13年に自己破産）、資力不足を理由に廃業した建物について撤去
されず廃屋が放置される。

・公園事業者に対して、自然公園法に基づき原状回復を命じたとしても実効性がないため、発出していない。

事例① 経営不振による廃屋化

・当初認可以降、経営状態などの確認が全くされておらず、廃屋化が進んだ段階においては公園事業者が不存
在に近い状態となり、公園法上の手続きである原状回復にかかる命令をかけたとしても実効性がない。

・廃屋化が進む前段階における手立てとして、経営状態や施設の状況を継続的に把握していく体制や仕組みに
ついて検討する必要がある。

事例② 経営不振による廃屋化（代表者の不在）

■経緯

■検討課題

・昭和30年代に集団施設地区（第２種特別地域）の環境省所管地において、法人が当初認可を受けて営業され
ていた規模約１ha、地下１階地上３階建ての宿泊施設

・平成14年頃から実質的に廃業状態。事業の休止承認後、譲渡先を模索中に代表取締役が死亡。取締役４者に
対し、公園法上の事業の廃止承認手続きと国有地の不法占拠状態の解消を求めるも、代表者不在のため各種
法手続きが進められず解決されず。

・平成20年、建物の天井が崩れるなどからアスベスト飛散の問題が顕著化

・公園事業者に対して、自然公園法に基づき原状回復を命じたとしても実効性がないため、発出していない。

■経緯
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公園事業の執行に関する課題

・昭和30年代から温泉旅館として宿舎事業を執行。当初事業執行者（個人）の高齢化に伴い、昭和60年親族が
経営する会社に継承されるも、公園事業の認可の申請等手続き等は取られず。

・相続から30年以上経過し、自然公園法上の手続きが必要であったことを認知。それまで公園事業施設として認
可され建設された建物であることを知らずに営業を行っていた。

事例③ 非認可事業者による認可施設の使用

・公園事業施設として施設の設置が認可された建物について、その建物を譲り受け等された者が行う営業につ
いては自然公園法上制限されていない。

・譲り受け後の所有者に対して、公園事業として認可を受けることを義務づけることができておらず、事業執
行者として命令等の履行義務を負う者が不存在となる。

事例④ 所有者移転による認可施設の目的外使用

・平成の始め頃、法人により建設され、その後地元の第3セクターに事業承継された、規模９haに及ぶ大規模な
リゾート開発計画。建設途中にバブル崩壊の煽りを受け、営業を開始することなく廃屋化した。

・平成15年、債権回収のため競売を申し立てられ、平成18年に地元不動産会社が落札後、老人ホーム化を構
想。その後、メガソーラー建設案や観光農園構想などが立てられる。

・事業執行者である第３セクターは平成22年になって解散。

第２種特別地域内であり、公園事業施設でしか建設できない建物の規模・構造をしているが、当初の所有者
（＝公園事業者）から所有権が移転しているため、公園事業では把握することができない業態で営業がされ
ていたとしても、その所有者に対して原状回復命令をはじめとした公園事業者に対して行う命令を履行させ
ることが出来ない。

■経緯

■検討課題

■経緯

■検討課題

公園事業の執行に関する課題

■現状

・近年、ホテル・旅館の事業形態は複雑化している。

公園施設はREIT（投資家から集めた資金で不動産への投資を行い、賃料収入などから得ら
れた利益を投資家に分配する金融商品）が所有、管理運営は経営会社

公園施設はディベロッパーが建設、管理運営は経営会社

公園施設はディベロッパーが建設、分譲販売し所有は複数個人、管理運営は経営会社

・公園事業は所有・経営・運営が一体の所有直営方式を主に想定。

当初認可時に、公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件を国立公園事業の用に
供するための権原を有していることを確認

経営方法は、直営か委託かの別を申請

事例⑤ 多様化する経営手法

■検討課題

・所有・経営・運営の各主体のいずれかが変更される場合に、必ずしも変更手続き等が必要では
ない（特に所有者が変更となった場合は手続き不要）。

・所有・経営・運営が分離した場合でも、各主体に原状回復命令等を履行する責任を直接負わせ
る仕組みが可能かどうか、検討が必要。

・公園施設をディベロッパーが建設し、建設終了後に管理運営を経営会社が担う場合、公園事業
を一度廃止した上で新たに当初認可を申請する必要があり、手続きが煩雑である。
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（２）集団施設地区の現状［事業分科会２：資料１－１］ 
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（３）国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業 

①国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業［事業分科会１：資料２－３］ 
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②国立公園利用拠点計画の策定状況について［事業分科会２：資料１－２］ 
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（４）国立公園における廃屋撤去の取り組み［事業分科会１：参考資料３］ 

 

 

 


